
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次所沢市障害者支援計画 
（第７期障害者計画 第７期障害福祉計画 第３期障害児福祉計画） 

 

令和 6年 3月 
 

発行：所沢市福祉部障害福祉課 
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URL https://www.city.tokorozawa.saitama.jp 

本冊子の表紙と裏表紙は、 

障害者週間作品展にて「トコろん賞」に選出された作品です 
 

【表表紙】鹿島世津子さんの作品「チューリップ」 

【裏表紙】千笑里（ちえみのさと）さんの作品「表現の木����」 
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２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会の会議に出席を

求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第８条 協議会は、専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項本文の規定にか

かわらず、当該委嘱の日から平成２７年６月３０日までとする。 
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